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ごみ処理基本計画 

◆計画の目的 

武豊町（以下「本町」という。）では、平成 27年８月に令和６年度までの 10年間を計

画期間とするごみ処理基本計画を策定し、ごみ処理への取り組みの基本的な方向性を示

すとともに、２つの基本方針を定め、ごみ減量と資源の循環利用ならびに環境保全や環

境美化に配慮した最適な処理・処分体制の確立に努め、あわせてごみ処理コストの低減

を目指してきました。 

計画策定から７年が経過し、プラスチックの排出抑制や食品ロス ※１の削減、「持続可

能な開発目標（SDGs）」に関する国内外の動向等、ごみ処理行政を取り巻く状況が変化し

ていることから、新たな「武豊町一般廃棄物処理基本計画」（以下「本計画」という。）を

策定しました。 

なお、本計画は、ごみ処理について定めたごみ処理基本計画と生活排水 ※２処理につい

て定めた生活排水処理基本計画で構成しました。 

※１：食べ残し、売れ残りや期限が近いなど様々な理由で、食べられるのに廃棄されてしまう食品のこと

です。 

※２：日常生活に伴って家庭から出る排水で、トイレから排出されるし尿と、炊事、洗濯、風呂などで排

出される生活雑排水を合わせたものを指します。 

 

◆計画の位置づけ 

本計画は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」（以下「廃棄物処理法」という。）第

６条第１項の規定に基づき定める計画で、法の目的である生活環境の保全と公衆衛生の

向上を図りつつ、武豊町の区域内の一般廃棄物 ※３の処理に関する計画（一般廃棄物処理

計画）を定めるものです。 

※３：廃棄物処理法で規定された産業廃棄物以外の廃棄物で、一般的には、もえるごみ、もえないごみ、

粗大ごみ、資源ならびにし尿･浄化槽汚泥などの総称を指します。 

事務所などから排出される紙くずや段ボール、飲食店からの残飯、小売店からの野菜くずなど産業

廃棄物として規定されない廃棄物は「事業系一般廃棄物」、家庭での日常生活から排出される紙くず、

段ボール、残飯、野菜くずなどは「家庭系一般廃棄物」とよばれます。 

 

◆計画期間 

本計画の計画期間は、令和５年度から令和 14 年度までの 10 年間とします。計画策定

後から５年後に見直しを行うほか、計画の前提となる諸条件に変動があった場合も見直

しを行います。 

 

 

 

 

 

 

  

計画期間：10年間 

令和５年度 

(計画開始) 

令和９年度 

(一次目標) 

令和 14 年度 

(二次目標) 
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◆人口の推移 

本町の人口は増加傾向にありましたが、令和元年度をピークに減少に転じ、令和３年

10月１日現在、43,405人となっています。 

本町の将来人口は、減少傾向が続くと想定され、計画の中間年度である令和９年度に

は 43,014人、目標年度である令和 14年度には 42,499人になると推計されます。 

 

 

◆ごみの排出量（排出源別排出量） 

ごみの総排出量は増減を繰り返しながら増加傾向にあり、令和２年度の総排出量は

17,121t となりましたが、令和３年度には 1,092t 減少し、16,029t となっています。令

和３年４月１日よりごみ処理有料化を開始したことから、令和２年度のごみの排出量が

増加し、令和３年度には、ごみ処理有料化に伴うごみ減量の意識の高まりにより、ごみ排

出量が減少したものと考えられます。 

事業系ごみは増加傾向にあり、令和３年度には 3,817tとなっています。 
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◆ごみの排出量（種類別排出量） 

種類別排出量では、もやさなければならないごみ（以下「可燃ごみ」という。）及び不

燃・粗大ごみは減少傾向にあり、令和３年度は平成 24年度と比較して、可燃ごみは 1,808t

減少して 9,590t、不燃・粗大ごみは 453t減少して 114tとなっています。 

また、資源は平成 24 年度以降増加傾向にあります。令和３年度は平成 24 年度と比較

して 2,511t増加して 5,841tとなっています。本町では、平成 22年度以降、資源等を持

ち込める施設として、資源回収エコステーションの整備を進めているほか（現在は町内

３か所に設置。）、平成29年度以降に刈草・剪定枝の民間委託による資源化を進めており、

資源の増加はその効果と考えられます。 

一方で、埋立ごみは増減を繰り返しながら増加傾向にあり、令和３年度は平成 24年度

と比較して 176t増加して 308tとなっています。 

 

◆家庭系ごみ排出量及び１人１日あたり排出量（資源を除く） 

資源を除く家庭系ごみ排出量及び１人１日あたりの排出量は、平成 29年度までほぼ横

ばいで推移していましたが、平成 30年度と令和３年度に大きく減少しています。平成 30

年度以降の減少は、刈草・剪定枝の資源化が定着し、可燃ごみとして排出されていた刈

草・剪定枝が資源として排出されるようになったこと、令和３年度の減少は、前述のごみ

処理有料化の影響と考えられます。 
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◆家庭系可燃ごみの組成調査結果 

家庭系可燃ごみの中には、食品ロス（食べられるのに廃棄される食品）が多く含まれて

います。また、分別すれば資源となる古紙・紙類、ペットボトル、プラスチック製容器包

装なども含まれています。 

 

「令和３年度ごみ組成調査結果」（夏季調査及び冬季調査の平均値） 
 

◆生ごみに占める食品ロスの割合 

一般世帯では地域によってばらつきはありますが、生ごみに占める食品ロスの割合は

19.0%～40.9%となっています。アパート等単身世帯では、可燃ごみに占める生ごみの割

合は一般世帯と比較して低いですが、生ごみに占める食品ロスの割合は一般世帯よりア

パート等単身世帯の方が高く、56.8%となっています。一般世帯、アパート等単身世帯の

いずれも食品ロスの削減余地があります。 
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「令和３年度ごみ組成調査結果」（夏季調査及び冬季調査の平均値）  

新市街地
（北部）

旧市街地
（南部）

市街化調整区域

（中部）

アパート等単身

世帯（社宅）

1 調理くず 28.1% 30.5% 34.0% 6.5%

2
直接廃棄（手つかず食品）100%残存
賞味・消費期限あり

1.6% 1.8% 0.7% 3.4%

3
直接廃棄（手つかず食品）100%残存
賞味・消費期限なし

2.3% 6.0% 2.5% 0.1%

4
直接廃棄（手つかず食品）
100%未満残存

1.2% 3.5% 2.1% 0.4%

5 食べ残し 8.5% 9.8% 3.2% 4.6%

6 段ボール 0.9% 0.5% 0.3% 10.3%

7 新聞・広告 2.4% 3.3% 2.5% 1.7%
8 書籍・雑誌 1.3% 0.7% 0.6% 3.2%
9 牛乳パック 1.1% 0.6% 0.1% 1.3%
10 紙類 6.7% 7.2% 6.1% 11.1%

11 資源化できない紙類 8.0% 8.9% 6.4% 4.9%

12 刈草・剪定枝 2.1% 0.9% 4.7% 9.8%
13 衣類・布類 1.2% 1.9% 10.5% 1.1%
14 資源に該当しない繊維・皮革類 0.8% 0.3% 2.0% 6.2%

15 ペットボトル 0.0% 0.1% 0.0% 6.3%

16 プラスチック製容器包装 4.7% 5.7% 3.0% 16.1%

17 その他プラスチック 8.2% 4.0% 2.9% 4.6%

18 アルミ缶・スチール缶 0.0% 0.1% 0.0% 0.0%
19 ガラスびん・陶器・ガラス 0.1% 0.3% 0.0% 0.0%
20 減免対象ごみ 15.0% 6.9% 13.3% 0.1%
21 その他可燃ごみ 5.6% 7.0% 4.6% 6.6%
22 その他不燃ごみ 0.1% 0.1% 0.7% 1.5%

区分

0% 20% 40% 60% 80% 100%

新市街地（北部）

旧市街地（南部）

市街化調整区域（中部）

アパート等単身世帯（社宅）

調理くず 直接廃棄(100%残存) 直接廃棄(100%未満残存) 食べ残し

32.5%

40.9%

19.0%

56.8%

食
品
ロ
ス 

古
紙
・
紙
類 

ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル 

プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
製
容
器
包
装 

食品ロス 

の割合 



5 

 

◆町民アンケートの結果 

戸別収集制度 

戸別収集 ※1 制度があっても良いと思うも

のは、「粗大ごみ」が 59.1%、「高齢者のごみ」

が 45.9%と高くなっています。また、「戸別

収集制度は必要ないと思う」と回答した方

の比率は 15.3%と低くなっています。 

※1：個別の事情に応じ、ごみを居宅に出向いて回

収する制度です。 

 

戸別収集制度(有料)があっても良いと思うもの 

 

エコステーションの運営 

「概ね満足している」と回答した方は

43.1%でした。この項目は、後述する目標の

指標（エコステーションの利用満足度）とし

ています。 

 

エコステーションの効率的な運営のために改善した

方がよいと思うこと 

エコステーション、リユースステーションの利用 

資源回収エコステーションをよく利用している町民は約８割に上り、多くの町民に利用さ

れていますが、武豊リユースステーションの利用は２割にとどまっています。 

プラスチック製品の収集 

容器包装だけでなく、プラスチック製品の収集範囲を広げた方がよいと考えている方は、

63.4%となっています。 
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法が令和４年４月に施行

となりました。 
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プラスチック使用製品廃
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収集物の再商品化に必要

な措置を講ずるよう努め

なければならないと規定

されています。 
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◆基本理念と施策の体系 

本計画では、『地域とともに育む、環境にやさしい持続可能な循環型のまち・たけとよ』

を基本理念とし、施策･事業の展開を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

基本方針  基本施策 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

基本方針１ 

ごみ減量・資源化への地域での積極的

な取組の推進 

1-1-1 情報提供の充実 

 

1-1-2 啓発活動の充実 

 

地域とともに育む、 

環境にやさしい持続可能な循環型のまち・たけとよ 

 

基本理念 

① ○重  

②プッシュ型の情報発信 

※１ ○重  

③広報誌､ホームページ等による情報提供 

④｢ごみの分け方・出し方｣改訂版の発行 

⑤見やすい情報の提供 

 施策・事業の展開 

① ○重  

②ごみ減量キャンペーンの開催 

③ごみ処理施設見学ツアーの開催 

④ごみ減量講座の開催 

⑤学習拠点施設の充実  

⑥参考になるごみ分別方法の紹介 

 

 施策・事業の展開 

1-1-3 児童･生徒向けの学習機会の充実 

 

①園児を対象とした出前講座の実施  

②小学生を対象にした環境学習の実施 

 （ごみ処理施設見学会、体験学習､出前講座等） 

③環境にやさしい活動の推進 

 

 施策・事業の展開 

1-1-4 事業所･団体向けの学習機会の提供 

 

①事業所等のごみ減量実践活動の紹介 

（地域､業界､団体･サークルの取組等） 

②事業所向け指導マニュアルの作成･配布 

③公共施設ごみの減量推進 

 

 施策・事業の展開 

重点施策 

１．効果的な情報提供・発信へ向

けての方法の見直し 

【関連施策】 

1-1-1①、1-1-1②、1-1-2① 

２．プラスチック類の減量・資源

化の推進 

【関連施策】 

1-2-2①、1-3-4① 

３．食品ロスの削減の推進 

【関連施策】 

1-2-1①、1-2-1② 

４．エコステーション、リユース

ステーションの最適化 

【関連施策】 

1-3-1①、1-3-2①、1-3-2②、

1-3-2③ 

 

 
１－１． 

ごみ減量・資源化を心がけるひと

を育む 

New：本計画で新たに取り組む施策 

○重 ：重点施策 

※１：地震や津波の際に携帯電話に届く緊急速報メールの

ように、情報を必要とする人へ受け手の意思に関わ

らず情報を発信する方法です。 
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基本方針  基本施策 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１－３． 

資源をむだなく活用する 

 

【数値目標】 

○エコステーション利用 

満足度 

60.0%（令和 14 年度） 

 

１－２． 

ごみを出さない暮らし、活動を

広める 

 

【数値目標】 

○家庭系ごみ（資源を除く）の

１人１日あたりの排出量 

425g/人・日（令和 14 年度） 

 

○家庭の食品ロス発生量 

443t（令和 14 年度） 

1-2-1 生ごみ減量化の推進 

1-2-2 ごみの発生抑制に向けた啓発活動の充実 

①食品廃棄ゼロ運動の推進 ○重  

②フードドライブの推進 ○重  

③生ごみ処理容器･電動式生ごみ処理機の普及 

④生ごみ一絞り運動の展開（水切りの徹底） 

⑤エコクッキングの啓発 

 施策・事業の展開 

①プラスチックごみの排出抑制の推進 ○重  

②ごみを買わない消費行動の啓発 

③ものを長く使う生活の啓発 

 施策・事業の展開 

1-2-3 事業系ごみの発生抑制 

1-2-4 ごみ処理負担の適正化の検討 

①ごみ処理手数料の見直し 
 施策・事業の展開 

①排出事業者に対する啓発（手引き書等） 

②許可業者との連携 

 施策・事業の展開 

1-3-1 再使用の普及 

1-3-2 分別の徹底と回収機会の多様化 

①リユースステーションの最適化 ○重  

②リユースステーションの PR  

③リフォーム･リサイクルに関する情報提供 

 施策・事業の展開 

①エコステーションの増設 ○重  

②エコステーションの最適化 ○重  

③ ○重  

④ごみ出しマナーの向上 

（地域と一体となった分別収集） 

⑤集団資源回収の促進 

 施策・事業の展開 

1-3-3 分別対象品目･回収方法の見直し 

①分別品目の見直し 

②粗大ごみ収集方法についての調査研究 

 施策・事業の展開 

New：本計画で新たに取り組む施策 

○重 ：重点施策 
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基本方針  基本施策 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1-3-4 さらなる資源化に向けた調査･研究 

2-1-1 適正な収集･運搬体制の構築 

①プラスチック類の資源化の検討 ○重  

②資源化が可能な物の資源化の検討 

③再生製品の地域循環利用の促進 

④事業系ごみの排出実態調査 

 施策・事業の展開 

①回収拠点の適正管理（衛生管理） 

②効率的で安全な回収方法（集積場所の位置、回収

ルート、回数）の検討 

③要支援者への対応の検討 

④委託契約額の見直し 

⑤委託業者､許可業者への指導 

 施策・事業の展開 

2-1-2 中間処理施設の適正な運用 

2-1-3 最終処分先の確保 

①最終処分先の検討 ○重  

②最終処分場の整備 ○重  

③最終処分場の維持管理と延命化 

 施策・事業の展開 

①知多南部広域環境センターの適正運営と維持管

理 

②民間処理施設の活用による適正処理 

 施策・事業の展開 

2-2-1 処理施設の監視（環境測定） 

2-2-2 不適正処理への監視･指導 

①処理施設の監視と測定値の情報公開 
 施策・事業の展開 

①事業者の監視と指導 

②不法投棄、野焼きの監視と未然防止 

 

 施策・事業の展開 

基本方針２ 

適正処理の確保と不適正処理の未然

防止 

重点施策 

５．最終処分先の確保 

【関連施策】 

2-1-3①、2-1-3② 

２－１． 

将来にわたって効率的で持続可

能な処理をする 

 

【数値目標】 

○直接最終処分量 

312t（令和 14 年度） 

 

２－２． 

不適正処理を防止する 

2-1-4 災害廃棄物の処理 

①災害廃棄物の迅速かつ適正な処理 
 施策・事業の展開 

New：本計画で新たに取り組む施策 

○重 ：重点施策 
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◆重点施策 

１．効果的な情報提供・発信へ向けての方法の見直し 

分別方法について不安があるなどの声が

寄せられているため、さらなるきめ細やか

な情報発信と普及啓発が必要となっていま

す。 

また、町民や事業者がごみに関する情報

に気づけない、探してもたどり着けない、

見つけられないことが取組を進めるうえで

のハードルとなっています。例えば、フー

ドドライブや各種イベントなどの有益な情

報が埋もれてしまっているため、それらの

情報を一元的に集約して提供していくこと

が求められています。 

No. 施策の内容 

１. 

ごみ減量・資源化に関する一元的な情報提供 

プッシュ型の情報発信 

動画配信やオンラインイベント開催の検討  
２．プラスチック類の減量・資源化の推進 

プラスチック類に関して、焼却の際には

温室効果ガスが発生し、海洋ではマイクロ

プラスチック汚染 ※１を引き起こすなど、環

境への影響が指摘される中、プラスチック

に係る資源循環の促進等に関する法律が令

和４年４月に施行され、プラスチック類の

資源化の推進が求められています。本町に

おいても、プラスチック類の再資源化に向

けて、処理ルート、回収方法、回収品目等に

ついて検討する必要があります。 
※１：海や自然の中に拡散した５mm 以下のプラスチック

粒子によって引き起こされる海洋汚染のことで、近

年、マイクロプラスチックによる生態系への悪影響

が問題視されており、各国で海洋汚染対策が進めら

れています。 

No. 施策の内容 

２. 
プラスチックごみの排出抑制の推進 

プラスチック類の資源化の検討 
  

３．食品ロスの削減の推進 

農林水産省の推計によると、令和２年度

における日本の食品ロス発生量は約 522 万

t です。国民１人１日あたりに換算すると

113g（お茶碗１杯分のごはんは約 150g）も

の食べ物が毎日捨てられている計算になり

ます。また、この食品ロスを処理するため

に、温室効果ガスを排出しています。大切

な資源の有効利用と環境負荷を減らす観点

から、食品ロスを削減する必要があります。 

No. 施策の内容 

３. 
食品廃棄ゼロ運動の推進 

フードドライブの推進 
 

４．エコステーション、リユースステーションの最適化 

町では、資源等を持ち込める施設として、

資源回収エコステーションを整備していま

す。町民の利用率は高く、資源化率の向上

に寄与しています。一方で、駐車場の混雑

や町外の方の持ち込みなどの問題が発生し

ているため、その対策が求められています。 

また、たけとよ資源回収エコステーショ

ンに併設する形で武豊リユースステーショ

ンを開設しましたが、町民アンケートでは

認知度は低く、認知度の向上を図る必要が

あるほか、陳列方法や利用方法をわかりや

すくする工夫が求められています。 

No. 施策の内容 

４. 

エコステーションの増設 

エコステーションの最適化 

リユースステーションの最適化 

フードドライブの会場としての活用の検討 
 

５．最終処分先の確保 

本町の一般廃棄物最終処分場は、令和 16

年頃に埋立可能容量がなくなることが懸念

されることから、さらなる分別によって最

終処分量を削減し、処分場の延命化を図る

必要があります。最終処分場の整備を行っ

ていく場合は、様々な手続きや調査のため、

施設の稼働までに 10 年程度の期間を要す

ることから、早期に最終処分場整備に着手

する必要があります。 

No. 施策の内容 

５. 
最終処分方法の検討 

最終処分場の整備 
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◆目標達成時のごみの排出量 

ごみ総排出量は、各種施策・事業を新たに展開することにより目標を達成する場合（目

標達成ケース）と現在実施している施策・事業を継続する場合（現状推移）とを比較し

て、一次目標である令和９年度には 240t減の 16,275t、二次目標である令和 14年度には

467t減の 16,200tとなる見込みです。 

 
 

◆現状推移と目標達成ケースとの比較 

現状推移と目標達成ケースとの比較した結果を示します。 

  
家庭系ごみ（資源を除く）１人１日あたり排出量         家庭の食品ロス発生量 

 
直接最終処分量  

12,036 12,125 12,233 12,188 

3,817 3,843 3,899 3,888 
176 169 143 124 

1,012 1,020 1,034 1,044 

0

200

400

600

800

1,000

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

令和３年 令和４年 令和９年 令和14年

(g/人・日)(t)

(年度)

家庭系ごみ 事業系ごみ 集団回収 1人1日あたりの排出量

【16,029】 【16,137】 【16,275】 【16,200】

実績値 推計値

463.4 

449.1 

440.2 

438.1 

418.6 

390

400

410

420

430

440

450

460

470

令和３年 令和９年 令和14年
(年度)

現状推移 目標達成ケース

11.1g

21.6g

0

(g/人・日)

540.8 

518.0 
499.6 

509.1 

442.5 

380

430

480

530

580

令和３年 令和９年 令和14年

(t)

(年度)
現状推移 目標達成ケース

8.9t

57.1t

0

308 

329 
325 

322 

312 

300

310

320

330

340

令和３年 令和９年 令和14年

(t)

(年度)
現状推移 目標達成ケース

7t

13t

0

事業系可燃ごみの削減について 

 

事業系可燃ごみについては、目標を設定

していませんが、事業者への減量化や分別

の徹底を啓発することで、事業系可燃ごみ

の排出原単位 ※１を現状で推移した場合と

比較して、令和９年度には 2.5%、令和 14 年

度には５%の削減を見込みます。 

※１：１人１日あたりのごみの排出量のこと。 
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生活排水処理基本計画 

◆生活排水処理フロー 

本町の汚水処理の処理形態としては、下水道、合併処理浄化槽、単独処理浄化槽及びし

尿汲取りに分けることができます。このうち、単独処理浄化槽及びし尿汲取りの家庭で

は、生活雑排水が未処理のまま河川等へ放流されています。 

本町では、下水道及び農業集落排水施設の整備は完了しており、令和２年度には、農業

集落排水事業は下水道事業に編入されています。 

 

 

◆生活排水処理に係る理念 

生活排水処理の重要性を認識し適正に処理するために、下水道整備区域内の地域につ

いては接続を推進し、また、整備区域外の地域については、合併処理浄化槽の整備を推進

します。下水道への接続、合併処理浄化槽の整備の推進にあたっては、町民に対して生活

排水処理対策の必要性の啓発を行い、町民協力のもと進めていくことにより、身近な生

活環境の保全及び公衆衛生の向上を図るものとします。 

  

し尿 + 生活雑排水 し尿 生活雑排水 

合併処理 

浄化槽 

下水道 
（旧農業集落排水 

処理施設含む） 

単独処理 

浄化槽 

し尿 

汲取り 

中部知多衛生組合 

し尿処理施設 

河川等 

一般家庭及び事業所 

浄
化
槽
汚
泥 

浄
化
槽
汚
泥 

水洗化 

未
処
理
水 

下
水 

処
理
水 

処
理
水 

処
理
水 

助燃剤 

衣浦西部 

浄化センター 

し
尿 

知多南部広域 

環境センター 
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◆生活排水処理の基本方針 

本町では以下の基本方針を定め、施策の展開を図ることとします。 

基本方針 取組の内容 

基本方針１ 

下水道接続率の向上 

下水道整備区域内における下水道への早期接続を推進

します。 

基本方針２ 

汲取り便槽、単独処理浄化槽から合併処理

浄化槽への転換の推進 

下水道整備区域外の町民に対し、汲取り便槽、単独処理

浄化槽から合併処理浄化槽への転換を推進します。 

基本方針３ 

浄化槽の適正管理の推進 

浄化槽が適正に維持管理されるよう、浄化槽設置世帯に

対して適正管理のための啓発を行います。 

基本方針４ 

中部知多衛生組合への協力 

し尿処理施設の処理機能が維持されるよう、他の構成市

とともに組合の運営に積極的に協力します。 

 

◆生活排水処理に関する目標 

生活排水の処理は、し尿と生活雑排水のいずれも処理する必要があり、本町では下水

道整備区域内では下水道で、下水道整備区域外では合併処理浄化槽で処理することにな

っています。基本方針１及び基本方針２に基づき、令和 14 年度に生活排水処理率 88.5%

以上の達成を目指します。 
 

目 標：生活排水処理率88.5%以上（令和14年度） 

注）生活排水処理率とは、町の総人口に占める、生活排水が衛生的に処理されている人口（公共下水道人口
及び合併処理浄化槽人口の合計）の割合のことです。 

 

 

注）令和３年度は３月 31 日現在。令和４年度、令和９年度及び令和 14 年度は 10 月１日現在。 
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リサイクルン 

リサイクリン 

かめじい 

わたしたちは、子どもからおとなまで皆で身近なごみ問題に関心を持ち、 

ごみを減らす取組を広げていくため、ごみの減量化、リサイクルの推進を 

呼びかけるイメージキャラクターです。 

武豊町が環境にやさしい持続可能なまちになれるよう、「リサイクリン」、 

「リサイクルン」、「かめじい」の３人で、広報やホームページでお知らせ 

しています。 


